
議案第 46号  

 

 

西脇市税条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

西脇市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

令和２年６月８日  

 

 

西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、西脇市税条例を改正

する必要が生じたため。  

 

  

 

 



 
 

 
西

脇
市

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
（

西
脇

市
税

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

西
脇

市
税

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

8
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
 
 
附
 
則
 

 
（
読
替
規
定
）
 

第
10
条
 
法
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
61
条
又
は
第
62
条
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
61
条
第
８
項
中
「
又
は
第
 3
49
条
の
３
の
４

か
ら
第
 3
49
条
の
５
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
 3
49
条
の
３
の
４
か
ら
第
 3
49

条
の
５
ま
で
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
61
条
若
し
く
は
第
62
条
」

と
す
る
。
 

 
（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
（
略
）
 

２
～
17
 
（
略
）
 

18
 
法
附
則
第
62
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

第
15
条
の
２
 
法
第
 4
51
条
第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
 

む
。
）
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
10
月
１
日
か

ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
（
附
則
第
15
条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と

い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
80
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。
 

第
27
条
 
法
附
則
第
15
条
第
１
項
、
第
13
項
、
第
18
項
か
ら
第
22
項
ま
で
、
第
24
項
、
第
25
項
、

 
第
29
項
、
第
33
項
、
第
37
項
か
ら
第
39
項
ま
で
、
第
42
項
か
ら
第
44
項
ま
で
、
第
47
項
若
し

く
は
第
48
項
、
第
15
条
の
２
第
２
項
、
第
15
条
の
３
又
は
第
61
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各

年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
 1
41
条
第
２
項
中
「
又
は
第
33
項
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
第
33
項
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
61
条
」
と
す
る
。
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
徴
収
猶
予
の
特
例
に
係
る
手
続
等
）
 

第
28
条
 
第
９
条
第
７
項
の
規
定
は
法
附
則
第
59
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
15
条
の

２
第
８
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

２
 
第
10
条
第
１
項
の
規
定
は
法
附
則
第
59
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
15
条
の
３
第

１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
債
権
に
つ
い
て
、
第
10
条
第
２
項
の
規
定
は
法
附

則
第
59
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
15
条
の
３
第
１
項
第
７
号
に
規
定
す
る
条
例
で

定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
 

 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
読
替
規
定
）
 

第
10
条
 
法
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
の
２
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
固
 

 
定
資
産
税
に
限
り
、
第
61
条
第
８
項
中
「
又
は
第
 3
49
条
の
３
の
４
か
ら
第
 3
49
条
の
５
ま
 

 
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
 3
49
条
の
３
の
４
か
ら
第
 3
49
条
の
５
ま
で
又
は
附
則
 

 
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
の
２
ま
で
」
と
す
る
。
 

 
（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
（
略
）
 

２
～
17
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

第
15
条
の
２
 
法
第
 4
51
条
第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
 

む
。
）
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
 

て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
10
月
１
日
か
 

ら
令
和
２
年
９
月
30
日
ま
で
の
間
（
附
則
第
15
条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
 

い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
80
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車
 

税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。
 

第
27
条
 
法
附
則
第
15
条
第
１
項
、
第
13
項
、
第
17
項
か
ら
第
24
項
ま
で
、
第
26
項
、
第
27
項
、

第
31
項
、
第
35
項
、
第
39
項
、
第
42
項
、
第
44
項
若
し
く
は
第
45
項
、
第
15
条
の
２
第
２
項
 

又
は
第
15
条
の
３
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
 1
41
条
第
 

２
項
中
「
又
は
第
34
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
34
項
又
は
法
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
 

条
の
３
ま
で
」
と
す
る
。
 

 （
新
設
）
 

    

第
２

条
 

西
脇

市
税

条
例

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 



 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
読
替
規
定
）
 

第
10
条
 
法
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
63
条
又
は
第
64
条
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
61
条
第
８
項
中
「
又
は
第
 3
49
条
の
３
の
４

か
ら
第
 3
49
条
の
５
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
 3
49
条
の
３
の
４
か
ら
第
 3
49

条
の
５
ま
で
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
63
条
若
し
く
は
第
64
条
」

と
す
る
。
 

 
（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
（
略
）
 

２
～
17
 
（
略
）
 

18
 
法
附
則
第
64
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

第
27
条
 
法
附
則
第
15
条
第
１
項
、
第
13
項
、
第
18
項
か
ら
第
22
項
ま
で
、
第
24
項
、
第
25
項
、

 
第
29
項
、
第
33
項
、
第
37
項
か
ら
第
39
項
ま
で
、
第
42
項
か
ら
第
44
項
ま
で
、
第
47
項
若
し

く
は
第
48
項
、
第
15
条
の
２
第
２
項
、
第
15
条
の
３
又
は
第
63
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各

年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
 1
41
条
第
２
項
中
「
又
は
第
33
項
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
第
33
項
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
63
条
」
と
す
る
。
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）
 

第
29
条
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る

た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
２
年
法
律
第
25
号
。
次
条
に
お

い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
４
項
に
規
定
す
る

指
定
行
事
の
う
ち
、
市
長
が
指
定
す
る
も
の
の
中
止
若
し
く
は
延
期
又
は
そ
の
規
模
の
縮
小

に
よ
り
生
じ
た
当
該
指
定
行
事
の
入
場
料
金
、
参
加
料
金
そ
の
他
の
対
価
の
払
戻
し
を
請
求

す
る
権
利
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
を
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
内
に
し
た
場
合

に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た
日
の
属
す
る
年
中
に
法
附
則
第
60
条
第
４
項

に
規
定
す
る
市
町
村
放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
の
法
第
 3
14
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ

る
寄
附
金
を
支
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
34
条
の
７
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）
 

第
30
条
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

特
例
法
第
６
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
15
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
16
年

度
」
と
す
る
。
 

 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
読
替
規
定
）
 

第
10
条
 
法
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
61
条
又
は
第
62
条
の
規
定
の
適
用
 

が
あ
る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
61
条
第
８
項
中
「
又
は
第
 3
49
条
の
３
の
４
 

か
ら
第
 3
49
条
の
５
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
 3
49
条
の
３
の
４
か
ら
第
 3
49
 

条
の
５
ま
で
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
61
条
若
し
く
は
第
62
条
」
 

と
す
る
。
 

 
（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
（
略
）
 

２
～
17
 
（
略
）
 

18
 
法
附
則
第
62
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

第
27
条
 
法
附
則
第
15
条
第
１
項
、
第
13
項
、
第
18
項
か
ら
第
22
項
ま
で
、
第
24
項
、
第
25
項
、

 
第
29
項
、
第
33
項
、
第
37
項
か
ら
第
39
項
ま
で
、
第
42
項
か
ら
第
44
項
ま
で
、
第
47
項
若
し
 

く
は
第
48
項
、
第
15
条
の
２
第
２
項
、
第
15
条
の
３
又
は
第
61
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
 

年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
 1
41
条
第
２
項
中
「
又
は
第
33
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
 

し
く
は
第
33
項
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
61
条
」
と
す
る
。
 

 
 

（
新
設
）
 

         （
新
設
）
 

    

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

第
２

条
の

規
定

は
、

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 


